
繊維産業における外国人材の活用について

2026年5月25日

経済産業省 製造産業局 生活製品課



育成就労制度について
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出典：出入国在留管理庁HP
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育成就労制度における業務区分と主たる技能について

⚫ 育成就労制度においては、業務区分に対応する「主たる技能」を定める。

⚫ 育成就労計画に沿って、３年間の育成就労期間を通じて「主たる技能」を修得するために必要な業務に一定時間計画的に従事させ
る。また、当該業務と関連する「業務区分」の範囲内の業務を経験させることと相まって、特定技能に必要な技能を有する人材の育成
を図る。

業務区分 従事する業務 主たる技能

紡織製品製造 指導者の指示を理解し、又は自
らの判断により、紡織製品の製
造工程の作業に従事する業務

• 糸浸染

• 織物・ニット浸染

• 靴下製造

• 丸編みニット製造

• 紡績運転
（①前紡工程、②精紡工程、
③巻糸工程、④合ねん糸工程）

• 織布運転
（①準備工程、②製織工程、③仕上工程） 【全17技能】

縫製 指導者の指示を理解し、又は自
らの判断により、縫製工程の作
業に従事する業務

• 婦人子供既製服縫製

• 紳士既製服製造

• 寝具製作

• 帆布製品製造

• ワイシャツ製造 【全９技能】

• たて編ニット生地製造

• 織じゅうたん製造

• タフテッドカーペット製造、

• ニードルパンチカーペット製造

• 製網

• 染色（捺染）

• 下着類製造

• 自動車シート縫製

• タオル製造

• カーテン縫製

※下線の３技能（製網、染色（捺染）、カーテン縫製）は、育成就労制度から新たに外国人材の受け入れ対象となる技能
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特定技能・育成就労制度の概要

• 外国人の在留資格として、①人手不足対応のため即戦力となる一定の専門性・技能を持つ外
国人を受け入れる特定技能制度、②途上国の人材育成支援を目的とした技能実習制度が存在。

• 深刻化する人手不足への対応強化のため、令和６年に技能実習制度を発展的に解消し、育成
就労制度を新設（令和９年４月施行予定）。
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工業製品製造業分野の技能実習制度から育成就労制度の見直しイメージ
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出典：出入国在留管理庁HP
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出典：出入国在留管理庁HP

8



9



10



11



12



繊維産業における技能実習制度での違反事例と改善に向けた

取組
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繊維工業における事業所数及び就業者数の推移

• 国内における繊維工業の事業所数は、過去15年で約半分以下となった。また、就業者数も減

少傾向。

繊維工業における事業所数の推移 繊維工業における就業者数の推移
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出典：経済産業省「工業統計、経済センサス」。
※ 従業者 4 人以上の事業所。
※ 繊維工業は、製糸業，紡績業，ねん糸製造業、織物業、ニット生地製造業、染色整理業、綱・網・レース・繊維

粗製品製造業、外衣・シャツ製造業（和式を除く）、下着類製造業、和装製品・その他の衣服・繊維製身の回り
品製造業、その他の繊維製品製造業を含む。

出典：総務省「労働力調査」。
※東日本大震災の影響により，2011年データはなし。
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繊維産業における技能実習生の受入現状

技能実習生数（全職種）： ４５６，６１８人

出所： 出入国在留管理庁 「職種・作業別 在留資格「技能実習」に係る在留者数（令和７年末時点）」

職種名 作業名 職種名 作業名

①紡績運転
７５９人

前紡工程 ⑥婦人子供服製造
１５，７５０人

婦人子供既製服縫製

精紡工程 ⑦紳士服製造
１，１４５人

紳士既製服製造

巻糸工程 ⑧下着類製造
８７１人

下着類製造

合ねん糸工程 ⑨寝具製作
４２１人

寝具製作

②織布運転
１、１７５人

準備工程 ⑩カーペット製造
１６４人

織じゅうたん製造

製織工程 タフテッドカーペット製造

仕上工程 ニードルパンチカーペット製造

③染色
７５０人

糸浸染 ⑪帆布製品製造
９０９人

帆布製品製造

織物・ニット浸染 ⑫布はく縫製
１９６人

ワイシャツ製造

④ニット製品製造
３１２人

靴下製造 ⑬座席シート縫製
１，６９８人

自動車シート縫製

丸編みニット製造

⑤たて編ニット生地製造
１９６人

たて編ニット生地
製造

移行対象職種・作業一覧（繊維・衣服関係）

⚫ 技能実習の繊維・衣服分野では、技能実習の対象職種として13職種が指定。令和７年末時点で、2４,３
４６人の外国人技能実習生を受け入れ（全体の5.３％）。

⚫ うち婦人子供服・紳士服製造や布はく縫製（ワイシャツ製造）で全体の約7割。

建設関係, 

113,680 , 25%

食品製造関

係, 92,526 , 

20%

機械・金属関係, 

57,327 , 13%

農業関係, 

28,798 , 6%

繊維・衣服関

係, 24,346 , 

5%

漁業関係, 

2,950 , 1%

その他, 

136,991 , 30%
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⚫ 外国人技能実習制度における繊維産業（特に縫製業）の法令違反（最低賃金・割増賃金等の不払い、
違法な時間外労働等）が多く指摘されている。

⚫ 2017年11月の新制度移行後から202６年３月までの期間において、実習計画の認定を取り消された実
習実施者の数は、総数に対して繊維産業は２割程度。

出所： 法務省入国管理局 報道発表資料から経産省作成

旧制度における団体監理型での
実習実施機関の業種別「不正行為」機関数

新制度における団体監理型での実習実施者の
実習計画認定取消し事業者数

外国人技能実習制度における法令違反

2016年 2017年 2018年

繊維・衣服関係
61

（30%)
94

(51%)
46

(44%)

農業・漁業関係 67 39 33

建設関係 38 14 12

食品製造関係 13 15 3

機械・金属関係 14 9 2

その他 9 12 8

計 202 183 104

2017年11月～2026年４月

繊維・衣服関係
1４４

（2０.８％）
うち縫製業が1３７

認定取消し総数 ６９１

出所：厚生労働省人材開発統括官付 公表資料から経産省作成
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（参考）繊維産業における技能実習法令違反に対する業界団体・政府の取組

⚫ 経済産業省は、技能実習法第54条に基づき、 2018年3月、技能実習に関係する業界団体等を構成員とする「繊維
産業技能実習事業協議会」を設置（事務局：経済産業省（生活製品課）、日本繊維産業連盟）。

⚫ 同年6月に「繊維産業における外国人技能実習の適正な実施等のための取組」を決定。非加盟企業等に対
する働きかけを含め、繊維業界における技能実習の適正な実施及び繊維業界の信頼回復等に向けた取組
を実施。

具体的な取組

技能実習に係る法令遵守等の徹底
・構成団体傘下の企業への周知・会員企業からの取引先への周知。

取引適正化の一層の推進
･SCM推進協議会は、「取引ガイドライン」に縫製業・染色業を
追
加。
･日本繊維産業連盟・SCM推進協議会は、「自主行動計画」を改
訂。
発注企業の社会的責任の履行
･日本繊維産業連盟は、OECD「衣類・履物セクターにおける
 責任あるサプライチェーンのためのDDガイダンス」のセミナー
を
開催。

主務省庁（法務省・厚労省）による適切な法執行等に加え、繊維
産業としても、業界団体の主導で、技能実習に係る法令遵守等を徹底。

業界団体における体制等の整備
･構成団体は、技能実習適正化推進委員会及び取引適正化推進
委員会を設置。会員企業等の取組状況等をモニタリング。

これまでの成果

✓ 業界全体での違反の減少傾向、構成団体参加企業
の違反数の減少は一定の評価。

✓ 取引ガイドラインに基づく「聞き取り調査」を毎
年実施、SCM協議会にて年1回、自主行動計画実
施に係る会員団体の取組・課題を会議にて共有。

✓ 「繊維産業における責任ある企業行動ガイドライン」
を策定。サプライチェーンを構成する事業者に周知徹
底。

✓ 各構成員団体による会員企業からの定期報告、技
能実習適正化推進委員会及び取引適正化推進委員
会を年２回程度開催し、違反事例への対応を共有
することで今後の改善に向けた取り組みを検討。
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（参考）技能実習法令違反を減らすための更なる取組

⚫ 繊維産業における外国人技能実習制度に係る法令違反を減らすためには、個々の受入事業者や監理団体等に対す
る労働基準法等に関する周知徹底だけでなく、サプライチェーン全体での法令遵守が必要。

⚫ 日本繊維産業連盟において、 ILO（国際労働機関）による協力を得て、「繊維産業における責任ある企業行動ガイ
ドライン」を策定し、サプライチェーンを通じて周知徹底を行っているところ（各経産局や違反の多い地域で法務・厚労
省と連携し、技能実習制度や人権等セミナーを開催）。

⚫ 中小企業の経営者も、付属のチェックリストで自己診断を行い、人権に対する意識の向上を図ることで、法令遵守・
適切な労働環境の整備の着手を目指す。

・2021年7月    繊維産業のサステナビリティに関する検討会にて
責任あるサプライチェーン管理の観点からガイドラインの策定が提言

・2022年7月    日本繊維産業連盟がILOの協力を得て、
  「繊維産業における責任ある企業行動ガイドライン」を策定

・2022年８月以降 人権への取組事例の講演会等でガイドラインを説明（15回）

・2023年2月、4月 社会保険労務士協会と連携し、労働法規の専門家である
  社会保険労務士に対するキャパビルを東京にて開催
（社会保険労務士39名参加）

繊維産業の責任ある企業行動ガイドライン

＼ 詳細はこちら！ ／
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繊維業界における法令遵守の適正化状況の発信

⚫ 一部事業所での不祥事の影響により、繊維産業全体の法令遵守に対する姿勢が問題視されている。繊維業界の内側から見れば、
一部事業所の問題かもしれないが、外から見れば繊維業界全体の問題。このため、繊維業界全体での改善が必須。

⚫ 「下請事業者のその先の事業者で違法行為が行われていたことは知らなかった」と言っても理解は得られない。取引先
やその先も含めた法令遵守等の徹底を図るべき。

⚫ 法令違反をゼロにすることが理想だが、「責任ある企業行動ガイドライン」のチェックリストを活用し、業界としては外から
も見える形で改善状況等をアピールしていくことが重要。

「責任ある企業行動ガイドライン」 チェックリスト

繊維業界における法令遵守の徹底に向け、「責任ある企業行動ガイドライ
ン」の普及を更に進めるべきではないか。
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JASTI策定の背景と目的
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繊維業における特定技能・育成就労の受け入れに係る追加要件

⚫ 繊維業の技能実習制度において、賃金の支払いに関する違反が多いことから、違反をなくし適正な取引を推進するた
め、繊維業においては追加要件を設定する。

内 容

既存製造業の要件

派遣契約ではないこと

受入企業の産業分野（日本標準産業分類で限定）

一般社団法人工業製品製造技能人材機構（JAIM）の賛助会員であること

経産省、協議・連絡会の指導、報告徴収等に協力すること

繊維業の
追加要件

国際的な人権基準に適合し事業を行っていること

勤怠管理を電子化していること

パートナーシップ構築宣言の実施

特定技能外国人の給与を月給制とする
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国際的な人権基準への適合の確認

⚫ 「国際的な人権基準に適合し事業を行っていること」とは、公開された監査要求事項等に基づき、第三者による認
証・監査機関の審査を受け適合していることとする。

⚫ 公開された監査要求事項には、労働における基本的原則及び権利に関する国際労働機関宣言に掲げられた基本的権利

に関する原則（※）が含まれることを必須とする。

※結社の自由及び団体交渉権の効果的な承認、強制労働の禁止、児童労働の撤廃、雇用及び職業における差別の排除、
安全で健康的な労働環境 を指す。

※なお、上記に挙げる認証制度等の例は、資料公開時点において要件に合致することが確認できたものであり、今後、要件に合致する制度が確認された場合には追加する
ことも検討する。

対象の認証・監査名

GOTS

OEKO-TEX STeP

Bluesign

Global Recycled Standard (GRS)

日本アパレルソーイング工業組合連合会-取引行動規範ガイドライン

Japanese Audit Standard for Textile Industry（JASTI）
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育成就労制度（繊維産業）における追加要件について

• 「特定技能制度及び育成就労制度の基本方針及び分野別運用方針に関する有識者会議」において、育成就労制度（繊維
産業）に課せられる追加要件について、業界団体等とも連携し調整を進めてきたところ。

• その結果、追加要件のひとつである「国際的な人権基準に適合し事業を行っていること」については、事務的・金銭的
な負担から準備期間が必要となる中小繊維事業者が存在することを踏まえ、実効性を担保する措置を講じつつ一定期間
の経過措置を設けることで、有識者会議の了承を得たところ。

① 国際的な人権基準に適合し事業を行っていること 

繊維産業の実情を踏まえ、(ⅰ)に加え、育成就労制度施行後5年間は(ⅱ)も選択可能とする。

(ⅰ) 経済産業省が指定する認証・監査への対応 
(ⅱ) 繊維事業者による「繊維産業の監査要求事項・評価基準 （JASTI）」に関する研修の受講及び自己チェック 

【(ⅱ)を選択する場合の実行性を担保するための措置】
➢自己チェックの内容は、労務担当者の署名＋従業員が確認できる場所へ掲示する。
➢監理支援機関は、監理支援を行う繊維事業者が上記（ⅱ）を選択する場合には、JASTIに関する研修を受講する
とともに、JASTIの知見も踏まえ繊維事業者に対する定期監査を行う。

② 勤怠管理を電子化していること
③ パートナーシップ構築宣言を実施していること
④ 育成就労外国人の給与を月給制とすること 

育成就労の受入れに係る追加要件

特定技能制度における追加要件と同じ内容

※下線部が経過措置
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• 2024年9月、研究会の下部組織としてJASTI（Japanese Audit Standard for Textile Industry（JASTI））策定検

討ワーキンググループを設置し、監査要求事項・評価基準の策定及び第三者監査制度の運用体制の構築に向けた議論・意見

聴取を実施。

• 2025年４月からJASTI監査制度の運用を開始し、人権デュー・ディリジェンス推進コンソーシアム及び全国社会保険労務

士会連合会と連携し、安定的かつ効率的な運営体制の構築を目指す。

第１回 ９月９日

第２回 １０月２４日

第３回 １２月２５日

第４回 ２０２５年２月２８日

⚫ JASTI監査要求事項・評価基準
⚫ 第三者監査運用体制

⚫ 技能実習生受入企業ヒアリング
⚫ JASTI案について

⚫ JASTI案について
⚫ JASTI運用体制について

⚫ 取り纏め

WG開催スケジュール
今後の方向性

①特定技能の追加要件（当面）
⚫ 繊維業における特定技能の受け入れに係る追加要件の１つに、「国際的な人権基準に適合し事業を行っていること」が

設定され、今後、JASTIを対象の監査の１つとして追加する予定。
⚫ 特定技能外国人受け入れ事業所がJASTIに基づく第三者監査を受けることで、日本の繊維産業における人権に対す
る意識・取組の底上げを図る。

②認証化等の検討（将来）
⚫ 初期のJASTIは、社会・人権面を中心とした内容とし、繊維産業の人権に対する取組状況や業界のニーズ等を踏ま

えた上で、環境等に関する項目の追加を含めた改訂（高度化）を検討する。
⚫ 第三者監査制度から将来的な認証制度（国際認証・相互承認等）への移行については、制度の運用状況や国際

的な動向を踏まえ検討を行う。

JASTI運営体制

⚫ 日本繊維産業連盟に統括事務局を設置し、その下で、人権デュー・ディリジェンス推進コンソーシアム、全国社会保
険労務士会連合会がそれぞれ事務局として、安定的かつ効率的に運用できる環境を整備する。

⚫ 監査員（検査機関所属の監査人、社労士等）による現地監査を経て作成されるJASTI監査レポートの結果をもっ
て判定を行う第三者監査制度を採用。特定技能の追加要件の対象制度として活用する。2025年４月 JASTI監査制度運用開始

ルール形成研究会、
繊維小委員会での了承

（参考）繊維産業における責任ある企業行動ルール形成戦略研究会
JASTI策定検討ワーキンググループ
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 特定技能制度の追加要件との関係では、判定結果が「A判定」である場

合は２年後までの更新、「B判定」の場合には１年後までの更新を求める

こととし、優れた事業者を優遇する。

JASTI策定の考え方
⚫ JASTIは、世界的に人権等のサステナビリティへの対応が求められる中で、我が国の繊維業界の人権取組の向上や将来的な国際競争力の強化に繋げ

るべく、日本の繊維産業の実態を踏まえ策定するもの。

⚫ 策定に際しては、特定技能制度の追加要件「国際的な人権基準への適合」を確認する制度の一つとすることも踏まえるとともに、繊維産業の中小企
業・小規模事業者にとって取り組み易いものとなるよう、以下の点を考慮した。

 費用削減や早期判定の観点から、一般的に独立した第三者の認定機関の設置が

必要な認証制度ではなく、第三者監査制度として運用を開始する。

➢費用面においては、認証制度と比較して、①独立した第三者による認定機関の設

置が不要となること、②監査機関が認定機関からの指定を受けるための経費が不

要となることから、事業者の負担を抑えることが可能。

＊海外の認証制度と比較し、より安価な水準で実施する見通し。

➢判定については、監査機関による監査後に、認証付与のため審査・認証プロセス

が不要となるため、事業者への結果通知までに要する時間を短縮することが可能。

③判定結果に応じたインセンティブ

②監査要求事項・判定基準

 国際的な人権基準への適合を目的とするため、国内法令に追加して要求

する事項もあるが、事業者が取組やすくかつ継続的な改善に向けた取組を

促すため、初回監査と2回目以降監査で異なる判定基準を設定。

 例えば、直ちに改善を求めるのは資金的にも困難なことが想定される工場

の建屋・設備、衛生施設等に関する規定については、事業を継続しながら

時間をかけて改善に取り組むことを前提に重要度の設定に配慮し、初回監

査では判定に与える影響を軽微なものとする。

＊2回目以降監査では、初回監査以降の改善を促す観点から、初回に比べ比較的厳

しい基準とする。

スキームオーナー

認定機関

認証機関 認証機関

事業所

認証機関

申請
監査

認証書交付

監査結果共有 認定

スキームオーナー

監査機関 監査機関

事業所

監査機関

申請 監査・判定

監査結果共有

●認証制度イメージ
●第三者監査イメージ

①運用体制
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JASTI自己チェックシート、JASTI研修

• 育成就労の受入れに係る追加要件として、繊維事業者による「繊維産業の監査要求事項・評

価基準 （JASTI）」に関する研修の受講及び自己チェックを整理。

• 今後、自己チェックシートの公表及び研修内容に関する案内をJASTIのHP等で周知予定。

■研修構成（案）

１．繊維産業における外国人材制度の概要

２．JASTI監査のポイント

３．JASTI監査について

４．質疑応答

■開催様式：オンライン開催

※場合によっては現地開催も検討

自己チェックシート JASTI研修
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JASTI運用実績について

• 11月1日時点で、315事業者がJASTIを受審し、310の事業者がA又はB判定を取得済み。

• 技能実習生の受入れが多い縫製業の事業者による受審が全体の約９割となっている。

• 指摘事項は、5.労働安全衛生に関する項目が多くなっているが、「判定なし」となるZTについては、6.雇用及び福
利厚生のみで指摘がなされている。

JASTI受審事業者の属性 指摘事項内訳

製糸 製織

縫製
276（87.6％）

製糸
6(1.9％)

製織
16(5.1％)

染色
17(5.4％)

＜分類の考え方＞

製糸 製糸業、紡績業、化学繊維・
ねん糸等製造業

製織 織物業、ニット生地製造業、
綱・網・レース・繊維粗製品
製造業

染色 染色整理業

縫製 外衣・シャツ製造業、下着類
製造業、和装製品・その他の
衣服・繊維製身の回り品製造
業、その他の繊維製品製造

順位 都道府県 事業所数

１ 岡山県 40

２ 福井県 27

３ 愛媛県 23

４ 岐阜県 23

５ 愛知県 21

順位 都道府県 事業所数

６ 広島県 17

７ 三重県 10

８ 徳島県 10

９ 大阪府 9

10 福島県 9

○判定取得事業所数 上位10都道府県

指摘事項状況 MN MJ ZT 総計 構成比

1.強制労働 196 151 347 9.7%

2.児童労働 5 74 79 2.2%

3.差別・ハラスメント 15 221 236 6.6%

4.結社の自由・団体交渉
権 15 15 0.4%

5.労働安全衛生 1,372 907 2,279 63.4%

6.雇用及び福利厚生 72 166 11 249 6.9%

7.賃金 16 63 79 2.2%

8.デューディリジェンス 229 43 272 7.6%

9.外国人労働者 37 37 1.0%

総計 1,905 1,677 11 3,593

ＺＴ：不適合は、至急改善しなければならない
ＭＪ：不適合は、次回監査に向けて、改善に取り組まなければならない
ＭＮ：不適合は、継続的に改善に取り組まなければならない
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参考リンク

◼ 育成就労制度概要（出入国在留管理庁）

https://www.moj.go.jp/isa/applications/index_00005.html
https://www.moj.go.jp/isa/content/001451331.pdf
FAQ https://www.moj.go.jp/isa/applications/faq/ikusei_qa_00002.html
育成就労運営要領 https://www.moj.go.jp/isa/content/001460272.pdf

◼ まずはこれから！育成就労制度概要動画（出入国在留管理庁）
https://www.moj.go.jp/isa/publications/publications/nyuukokukanri01_00182.html

◼ 育成就労制度について（外国人技能実習機構）
※8年6月育成就労計画コールセンター設置予定、申請書、記載例QA等掲載予定

https://www.otit.go.jp/employment_for_skill_development/
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